
　

道
路
交
通
法

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
六
・
一
七
法
四

〇
）
本
則
（
平
成
二
九
・
三
・
一
二
施
行
）

（
危
険
防
止
の
措
置
）

第
六
七
条
①
　
警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第

六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六

項
ま
で
又
は
第
八
十
五
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て

車
両
等
を
運
転
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
を
停
止
さ

せ
、
及
び
当
該
車
両
等
の
運
転
者
に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転

免
許
証
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免

許
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
官
は
、
車
両
等
の
運
転
者
が
車
両

等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
（
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一

項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
一
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に

第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。）若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
、

又
は
車
両
等
の
交
通
に
よ
る
人
の
死
傷
若
し
く
は
物
の
損
壊
（
以
下　「
交

通
事
故
」
と
い
う
。）を
起
こ
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
の
運
転

者
に
引
き
続
き
当
該
車
両
等
を
運
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
車
両
等
の
運
転
者

に
対
し
、
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国

際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

③
④
　（
略
）
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